
 

 

 

 

 

 

 

 

12 月 6 日、「武蔵小金井駅で発生した不当処分・不当転勤の撤回を求める申し入れ（八

王子地本申 2 号）第 3 回交渉が行われました。前回の交渉では「君たちが安心して仕事をす

る必要はない」と B 副長が発言した内容に対し、再調査を行い第 3 回交渉で回答するように

求めていました。しかし、会社回答は「A 社員（被害者）の聴取内容と B 副長（加害者）の

聴取内容の整合性をとる必要性はない（※①）」「一言一句どのようなやりとりがあったか前

段について確認する必要ない（※②）」「B 副長に対して怪我をさせた事実は確認できたので

処分した（※③）」と、A さん（被害者）・B 副長（加害者）・C 副長（事件の場にいた第三

者）から聞き取った調書内容を相互確認しようとしません（※④）でした。 

 

※①②…B 副長が前段に A さんに対して暴力を振るわなければ、B 副長は怪我することはな

かった。 

※③…一方的な主張・判断で処分を発令。 

※④…2018 年 3 月 9 日、申 15 号の団体交渉において、「今後の労使関係の基礎的条件」

として、ＪＲ東日本会社がＪＲ東労組に６項目を示した中の 1 項には「労使間の諸問題は速

やかに団体交渉における話し合いにより解決すること」と書かかれています。自ら示した内

容を反故するものであり、事実確認に対し回答せず、その根拠も示さず合意形成を図ろうと

しない姿勢。 
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